
問問い合わせ先　☎　電話番号 浦添市役所（代）☎（876）1234

税
金
・
保
険
・
年
金

休
日
納
税
相
談
窓
口
廃
止
に

関
す
る
お
知
ら
せ

問
納
税
課

☎（
８
７
６
）１
２
７
１

こ
れ
ま
で
毎
月
第
３
日
曜
日
に

実
施
し
て
き
ま
し
た
休
日
納
税
相

談
窓
口
は
、４
月
以
降
廃
止
し
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
保

加
入
者
】令
和
７
年
度
は
り
、

き
ゅ
う
、あ
ん
摩
、マ
ッ
サ
ー

ジ
お
よ
び
指
圧
施
術
利
用
券

の
交
付
申
請
が
始
ま
り
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課

☎（
８
７
６
）１
２
８
８

１
回
の
施
術
に
つ
き
８
０
０
円

を
助
成
し
ま
す
。※
１
セ
ッ
ト
６
回

分
、最
大
２
セ
ッ
ト
ま
で
。

実
施
期
間

令
和
8
年
３
月
31
日

（
火
）ま
で

対
象
者

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
特
定
健

診
を
受
診
し
た
人
、ま
た
は
受
診
す

る
見
込
み
の
あ
る
人
。た
だ
し
、国

民
健
康
保
険
税
に
滞
納
の
な
い
世

帯
に
限
り
ま
す
。

注
意
事
項

①
施
術
利
用
券
は
市
の
指
定
す
る

施
術
所
で
、１
日
１
枚
ま
で
使
用
で

き
ま
す
。

②
保
険
適
用
と
な
る
治
療
の
場
合

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

③
予
算
の
都
合
上
、利
用
券
の
交
付

を
年
度
途
中
で
終
了
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
資
格
確
認
書

も
し
く
は
保
険
証

▲詳しくは
　こちら

【
令
和
７
年
度
】国
民
年
金
保

険
料
の
学
生
納
付
特
例
申
請

の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎（
８
７
６
）１
２
８
４

令
和
７
年
度
の
保
険
料
は
月
額

１
万
７
５
１
０
円
で
す
。在
学
中
に

納
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き
は
、保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生

納
付
特
例
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

４
月
1
日（
火
）〜

※
さ
か
の
ぼ
っ
て
２
年
ま
で
申
請

が
で
き
ま
す
。（
令
和
７
年
４
月
は
、

令
和
５
年
３
月
分
～
令
和
８
年
３

月
分
ま
で
申
請
可
能
）

※
令
和
７
年
度
の
一
般
免
除
申
請

の
受
け
付
け
は
、７
月
か
ら
開
始
し

ま
す
。

対
象

日
本
国
内
に
住
む
対
象
校

に
在
学
中
の
20
歳
以
上
の
学
生

※
対
象
校
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

審
査
基
準

①
本
人
の
令
和
７
年

度（
令
和
６
年
１
月
１
日
～
12
月
31

日
）の
所
得

②
災
害
・
失
業
・
事
業

の
廃
止
等
の
事
由

年
金
を
受
け
る
と
き

老
齢
基
礎

年
金
受
給
に
必
要
な
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
が
、10
年
以
内
に
追
納
が
な

い
場
合
は
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
受
給
要

件
の
対
象
期
間
と
な
り
ま
す
。

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎（
８
７
６
）１
２
８
４

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
し
た

月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間（
産
前
産

後
期
間
）の
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
し
た
月

の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、妊
娠
85
日（
４
か
月
）

以
上
の
出
産
を
い
い
、死
産
、流
産
、

早
産
を
含
み
ま
す
。

届
出
受
付
期
間

出
産
予
定
日
の

６
か
月
前
か
ら
届
出
が
可
能
で
、出

産
後
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で

き
ま
す
。

対
象

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産

日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者（
出
産

す
る
本
人
が
対
象
で
す
）※
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
と
は
、農
林
漁

業
や
自
営
業
を
営
む
人
、無
職
の
人
、

学
生
ま
た
は
そ
れ
ら
の
人
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
配
偶
者
な
ど
が
該
当

し
ま
す
。

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

問
資
産
税
課

☎（
８
７
６
）１
２
７
６（
土
地
）

☎（
８
７
６
）１
２
７
８（
家
屋
）

☎（
８
７
６
）１
７
２
９（
償
却
）

地
方
税
法
第
4
1
6
条
第
1
項

の
規
定
に
よ
り
、令
和
７
年
度
土
地

お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の

機
会
に
、ご
自
身
の
資
産
と
他
の
資

産
を
比
較
し
て
、資
産
が
適
正
に
評

価
さ
れ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
お
よ
び
写

真
撮
影
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、期

間
を
過
ぎ
る
と
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

【
令
和
７
年
度
】固
定
資
産
税

の
納
税
通
知
書
の
発
送
と
納

期
限
に
つ
い
て

問
資
産
税
課

☎（
８
７
６
）１
２
７
６（
土
地
）

☎（
８
７
６
）１
２
７
８（
家
屋
）

☎（
８
７
６
）１
７
２
９（
償
却
）

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は
、

４
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。納
税
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、資
産
税

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
１
期
の
納
期
限
は
、４
月
30
日

（
水
）で
す
。納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、延

滞
金
・
督
促
手
数
料
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。納
税
通
知
書
が
届

き
ま
し
た
ら
早
め
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。暮

ら
し
・
環
境
・
福
祉

生
ご
み
処
理
機
器
等
の
購
入

助
成
制
度
に
つ
い
て

問
環
境
保
全
課

☎  （
８
７
６
）１
２
５
０

浦
添
市
で
は
ご
み
の
減
量
化
を

図
る
と
と
も
に
、生
ご
み
の
有
機
肥

料
素
材
と
し
て
の
活
用
を
推
進
す

る
た
め
、生
ご
み
処
理
機
器
等
を
購

入
す
る
市
民
へ
購
入
費
用
の
助
成

を
行
っ
て
い
ま
す
。

助
成
金
額

購
入
金
額
の
半
額（
た

だ
し
、上
限
2
万
円（
税
抜
）ま
で
）

※
予
算
額
に
達
し
次
第
受
け
付
け

は
終
了
し
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・
浦
添
市
民
で
か
つ
居
住
し
て
い
る

こ
と　
　

・
購
入
後
、生
ご
み
を
自
己
処
理
で

き
る
こ
と

・
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
1
年
以

内
、容
器
3
年
以
内
、処
理
機
器
5

年
以
内
に
奨
励
金
の
助
成
を
受
け

て
い
な
い
こ
と

申
請
方
法

浦
添
市
に
居
住
し
て

い
る
と
証
明
で
き
る
も
の（
免
許

証
・
保
険
証
等
）を
持
参
の
う
え
、環

境
保
全
課
窓
口
で
の
申
請
受
け
付

け
と
な
り
ま
す
。

購
入
方
法

環
境
保
全
課
窓
口
に

て
申
請
後
、奨
励
証
の
交
付
を
受
け

て
か
ら
、市
内
の
指
定
店
で
購
入
す

る
こ
と

※
有
効
期
限
は
申
請
日
か
ら
1
か

月
で
す
。

※
購
入
後
の
申
請
受
け
付
け
、ま
た

指
定
店
以
外
で
購
入
す
る
場
合
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
は
、リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
で
の
購
入
の
み

対
象
と
な
り
ま
す
。

▲詳しくは
　こちら

介
護
予
防
教
室
に
参
加
し
て

元
気
な
高
齢
者
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
！

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  （
８
７
６
）１
２
９
２

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト

レ
）・
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら

ぶ（
水
中
運
動
）】

５
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、詳

時間に余裕をもってお越しいただくか、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
2月から4月は市役所を利用する人が増えるため、市役所駐車場や周辺道路の混雑が予想されます。

●市内の土地または家屋の納税者・納税管理人
●代理人（納税者からの委任状が必要です）

納税通知書または運転免許証などの本人確認ができるもの
※代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状

浦添市役所2階 資産税課窓口
4月1日（火）～4月30日（水）（土日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）

無料

縦覧できる人

縦覧場所
縦覧期間
受付時間

必要なもの

手数料

問い合わせ：納税課 ☎（876）1271

　税金は、福祉や教育など身近な行政サービスに使わ

れる大切な財源です。納期限内納付をお願いします。

Web口座振替受付サービスはこちら▶

●口座振替ができる市税
市県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税（種別割）

●口座振替ができる金融機関
　琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫・
沖縄県農業協同組合・コザ信用金庫・ゆうちょ銀行
(※沖縄県農業協同組合については、銀行窓口のみの受け付けとなります。)

●口座振替の申込方法

　 ①⦘ᑿ⬄᳷ۑ

準備するもの：「納税通知書」「通帳届出印」「預貯金通帳」
　②ヸㄆۑಐ࿑ራ͛ۅȽーɛɁ

　準備するもの：「納税通知書等」「預貯金通帳」

れる大切な財源です。納期限内納付をお願いします。

納付は便利な口座振替で！
　うっかり納付期限が過ぎていたなんてことは

ありませんか？一度手続きすると、その後は自

動的に納付できる口座振替がおすすめです。

納期限内納付が難しい場合
病気や失業など、やむを得ない理由で納期限内に
納付が困難な場合は、分割納付などの方法もあり
ますので、お早めに納税課までご相談ください。

市税は納期限内に

納めましょう！

通 帳

●●銀行

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
、初
め
て
の
人
を
優
先

申
込
方
法

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
に
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入

受
付
期
間

４
月
18
日（
金
）ま
で

受
講
期
間

２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用

１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０

円※
各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
、受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

※
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
、医
師
に

よ
る
診
療
情
報
提
供
書
の
提
出
や

参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

場
所

［
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）］

・
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

・
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、浦
添
バ
ー

ク
レ
ー（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

［
ア
ク
ア
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
く
ら
ぶ

（
水
中
運
動
）］

・
ま
じ
ゅ
ん
ら
ん
ど

・
ガ
ル
フ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
牧
港

【
生
き
い
き
健
康
ク
ラ
ブ
】

週
に
１
回
公
民
館
等
で
体
操
や

脳
ト
レ
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

の
元
気
を
保
つ
内
容
が
満
載
で
す
。

ま
ず
は
体
験
見
学
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、歩
行
・
ト
イ
レ
が
自
立
し
、内

服
の
自
己
管
理
が
出
来
て
い
る
こ

と受
付
期
間

随
時（
４
月
か
ら
の
参

加
可
能
）

費
用

１
回
あ
た
り
１
０
０
円

場
所

各
公
民
館
等（
計
31
か
所
）

※
実
施
場
所
に
よ
っ
て
、実
施
日
や

実
施
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

▲詳しくは
　こちら

障
が
い
者
等
の
自
発
的
活
動
を

支
援
し
ま
す（
団
体
へ
の
支
援
）

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
８
７
６
）１
７
０
９

障
が
い
者
が
、日
常
生
活
等
を
営

む
う
え
で
生
じ
る「
社
会
的
障
壁
」

を
除
去
す
る
た
め
の
活
動
に
つ
い

て
、一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
団
体

等
の
対
象
と
な
る
活
動
の
う
ち
、事

務
局
が
認
め
た
必
要
な
経
費（
上
限

５
万
円
、予
算
の
範
囲
内
）を
交
付

し
支
援
し
ま
す
。

対
象

浦
添
市
内
を
拠
点
と
す
る

一
定
の
条
件
を
満
た
す
団
体
が
行

う
次
の
活
動

・
情
報
交
換
等
、災
害
対
策
、孤
立
防

止（
見
守
り
）活
動
、社
会
復
帰
、ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

・
そ
の
他
、自
発
的
な
活
動
と
し
て

市
長
が
認
め
る
活
動

申
請
期
限

４
月
30
日（
水
）ま
で

申
込
方
法

必
要
書
類
を
障
が
い

福
祉
課（
３
階
）へ
提
出
。対
象
と
な

る
団
体
や
必
要
書
類
は
、障
が
い
福

祉
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲詳しくは
　こちら

特
別
障
害
者
手
当
等
の
支
給
額

が
改
定
さ
れ
ま
し
た

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
８
７
６
）１
７
０
9

令
和
７
年
４
月
分
よ
り
特
別
障

害
者
手
当
等
の
支
給
額
が
左
記
の

と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。令
和
７

年
５
月
支
給
分
よ
り
適
用
と
な
り

ま
す
。

な
お
、手
当
額
は
物
価
変
動
に
応

じ
て
毎
年
見
直
し
さ
れ
ま
す
。

【
令
和
７
年
度（
月
額
）】

・
特
別
障
害
者
手
当

２
９
，５
９
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当

１
６
，１
０
０
円

・
経
過
的
福
祉
手
当

１
６
，１
０
０
円
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